
JP 5711873 B2 2015.5.7

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セルロース原料を酵素によって加水分解する糖化工程と、発酵菌によるエタノール発酵
工程を一つの反応槽内で同時に行う同時糖化発酵方法において、酵素糖化に適した温度で
ある５０℃以下かつ発酵菌の耐熱温度以下の条件を満たす温度を初期反応温度とし、同時
糖化反応中に、発酵液中のエタノール濃度が２．０～４．０ｖｏｌ％に達した時に、該初
期反応温度から、３～１０℃の範囲で反応温度を低下させることを特徴とする同時糖化発
酵方法。
【請求項２】
　酵素が、トリコデルマ属、および／またはアルペルギルス属、リゾプス属、アクレモニ
ウム属、あるいはそれらの遺伝子組換体の単一種由来のセルラーゼおよび／または複数種
混合由来のセルラーゼである、請求項１に記載の同時糖化発酵法。
【請求項３】
　発酵菌がサッカロマイセス属、シゾサッカロマイセス属、クルイベロマイセス属、ピキ
ア属、キャンジダ属の酵母、ザイモモナス属、クロストリディウム属の細菌、あるいはそ
れらの遺伝子組換体の単一種および／または複数種の混合である、請求項１または２に記
載の同時糖化発酵法。
【請求項４】
　発酵菌の増殖時に、糖以外の栄養塩類も加える、請求項１～３のいずれか１つに記載の
同時糖化発酵法。
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【請求項５】
　バッチ毎に、発酵菌をＳＳＦ反応槽に接種して増殖させた後、ＳＳＦを開始する、請求
項１～４のいずれか１つに記載の同時糖化発酵法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、セルロース系原料を酵素によって構成糖であるグルコースまで加水分解（糖
化）し、得られた糖を酵母などの発酵微生物によってエタノールに変換する技術に関する
。特に本発明は、糖化と発酵を一つの反応槽内で同時に並行して行うことにより原料や酵
素のそれぞれの欠点を改善し、セルロース系原料からエタノールを効率的に製造できる同
時糖化発酵法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　酵母等によって生物的にエタノールを製造する場合、エタノール発酵が終了した発酵液
から残渣や菌などの固形分を除去後、あるいはそれらが懸濁したままで発酵液中のエタノ
ールを蒸留し、エタノール濃度９０ｖｏｌ％以上になったものを脱水膜等で処理すること
で残りの水分を除去し、いわゆる無水エタノールにする方法が一般的である。なお、蒸留
に要するエネルギーは、エタノール製造に要する総エネルギー量の大半を占めるうえ、発
酵液中のエタノール濃度が５ｖｏｌ％を境に急激に増大する（非特許文献１）。このため
、発酵終了時のエタノール濃度が少なくとも５ｖｏｌ％に達することが事業性あるエタノ
ール製造において最も重要な点である。
【０００３】
　サトウキビの搾汁やそれ由来の廃糖蜜、あるいは熱で糊化されたトウモロコシデンプン
スラリーを酵素（α－アミラーゼおよびグルコアミラーゼ）で酵素糖化して得られる糖液
中のショ糖やグルコースを糖源として供給するバッチ式あるいは連続式発酵によって、エ
タノール濃度８ｖｏｌ％以上、条件の選択によっては１５ｖｏｌ％前後の発酵液を得るこ
とが出来る（非特許文献２）が、これはひとえに上記の原料からは高濃度のショ糖、ある
いはグルコース溶液を容易に調製でき、糖源として安定的に供給できるからである。例え
ばサトウキビ搾汁（ケーンジュース）中の糖濃度は１１～１７％、これ由来の廃糖蜜中の
糖濃度は４５～５０％にも達するため、２０～２４％に薄めて発酵させる場合が多い。
【０００４】
　一方、セルロースを構成糖であるグルコースまで糖化（加水分解）する手段として、酵
素（セルラーゼ）を用いる方法があり、この方法は、硫酸、あるいは超～亜臨界水による
加水分解のように生成糖の過分解が起こらないため、有望な糖化手段として期待されてい
るが、セルラーゼの場合、それ自体の働きによって生成されたグルコースが蓄積すると酵
素活性が阻害されて糖化率も低下する「競争阻害」が顕著という欠点がある（デンプンを
糖化するアミラーゼの場合は競争阻害がほとんどなく、高濃度の糊化デンプンスラリーを
高濃度のグルコース溶液に糖化できる）。また、セルロースは冷水、熱水のいずれにも不
溶のうえ、水分を吸収して膨張するため、冷水には不溶だが熱水で糊化することで５０ｄ
ｒｙ－ｗｔ％以上のスラリーにできるデンプンのように高濃度の原料スラリーにはできな
いうえ、前述の競争阻害という欠点も加わって、セルロース系原料から濃いグルコース溶
液を得ることは極めて困難である。
【０００５】
　この対策として同時糖化発酵（Simultaneous Saccharification and Fermentation：以
降ＳＳＦと表記）という方法がある。この方法によると、酵素によるセルロースの糖化と
酵母などの発酵菌による糖化物のエタノール発酵が同時進行することで、生成された糖が
蓄積して酵素活性が阻害される前に発酵菌が糖をエタノールに変換してしまうため、酵素
活性を維持することができる。しかし、前述した通り、セルロース原料の処理濃度はデン
プンの処理濃度よりも大幅に低いことに変わりはないため、ＳＳＦを駆使しても、最終的
に得られる発酵液中のエタノール濃度は糖蜜あるいはデンプン原料のエタノール濃度には
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及ばない。また、ＳＳＦは糖をエタノールに変換するだけの単反応ではなく、セルロース
の糖化も伴う、より複雑な反応であるため、バッチ式であることが望ましい。したがって
酵素法をベースとしたセルロース系原料からのエタノール製造の場合、あくまでもバッチ
式でエタノール濃度５ｖｏｌ％以上を達成することが現実的、かつ妥当な目標値となる。
【０００６】
　酵素糖化とエタノール発酵を同時進行させるＳＳＦの場合、例えば酵素糖化の適温が５
０℃前後、酵母発酵の適温が３０℃前後とすると、それらの中間温度付近で反応させるこ
ととなる。つまり、酵母が耐えられる限りは高温の方が反応効率は良く、適用する酵母の
耐熱性が重要な鍵となる。反応によってエタノールが生成され、反応槽内のエタノール濃
度は目標値である５ｖｏｌ％に近づいていくが、酵母は適温よりも高い温度に絶えず曝さ
れるのみならず、それ自体が生成するエタノール濃度も高まることで２つのストレスが加
わり、活性が低下していく。酵母の場合、適温下であれば前述の通り最大１５ｖｏｌ％の
エタノール濃度にも耐えられるケースもあるが、耐熱温度付近になるとその影響も加わっ
て、エタノール濃度５ｖｏｌ％程度でもストレスとなり得る。
【０００７】
　この対策として、発酵槽からもろみ（菌や基質も含む発酵液）を減圧に保持したフラッ
シュタンクに送り、エタノールを除去した後、もろみを発酵槽に返送し、発酵槽内のエタ
ノール濃度を低く保つフラッシュ連続発酵法が、あるいは連続発酵槽ともろみ塔を組み合
わせた装置で発酵と蒸留を並行して行い、連続発酵槽内のエタノール濃度を約５％に保つ
ことでエタノールによる発酵阻害が起こらないBiostilプロセスがあり、後者は実用化さ
れてオーストラリアやインドネシアなどで採用されている（非特許文献２）。同法を適用
すればエタノールによるストレスを軽減することは容易に考えられるが、前述の通り、Ｓ
ＳＦにおけるエタノール濃度は最大で５ｖｏｌ％程度、かつバッチ式反応が前提のため、
ＳＳＦ反応槽にBiostillプロセスを適用するのは非効率、かつ非現実的であり、もうひと
つのストレスである温度への対策が妥当、かつ効率的であるのは言うまでもない。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】Philip W.Madson and David B.Lococo著，「Recovery of Volatile Pro
ducts from Dilute High-Fouling Process Streams」、Applied Biochemistry and Biote
chnology、２０００年、第８４－８６巻、ｐ．１０４９－１０６１
【非特許文献２】栃倉辰六朗ら著、「発酵ハンドブック」、共立出版株式会社
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　以上において説明したように、セルロースからエタノールを製造する方法における課題
をまとめると以下のようになる。
【００１０】
　（１）事業性あるエタノール製造においては、発酵終了時のエタノール濃度が少なくと
も５ｖｏｌ％に達することが重要である。
【００１１】
　（２）セルロースは冷水、熱水のいずれにも不溶のうえ、水分を吸収して膨張する。こ
れを構成糖まで加水分解できる酵素がかかえる競争阻害という欠点も加わり、セルロース
系原料から濃いグルコース溶液を得ることは極めて困難である。
【００１２】
　（３）酵素の競争阻害対策としてＳＳＦが有効だが、（２）で述べたセルロースの物性
のため、ＳＳＦを駆使しても、最終的に得られる発酵液中のエタノール濃度は糖蜜あるい
はデンプン原料のように１０ｖｏｌ％以上には達しない。あくまでもバッチ式ＳＳＦで５
ｖｏｌ％以上を達成することが現実的、かつ妥当な目標値である。
【００１３】



(4) JP 5711873 B2 2015.5.7

10

20

30

40

50

　（４）ＳＳＦの場合、酵母などの発酵菌は適温よりも高い温度に絶えず曝されるほか、
それ自体が生成するエタノール濃度も高まるため２つのストレスが加わり、活性が低下す
る。
【００１４】
　（５）ストレスの一つであるエタノールをＳＳＦ槽から連続的に留去するのが対策とし
て有効だが、バッチ式、かつエタノール濃度が最大５ｖｏｌ％程度に同法を適用するのは
非効率、かつ非現実的である。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　セルロースを構成糖であるグルコースまで糖化（加水分解）する手段として、酵素を用
いることが一般的であるが、この手段では酵素の働きでグルコースが生成され、それが蓄
積することによって酵素活性が阻害され、ひいては糖化率が低下する「競争阻害」という
問題がある。この対策としてＳＳＦという方法があり、この方法によれば、酵素による糖
化と酵母などの発酵菌による糖化物のエタノール発酵が同時進行することで、生成された
糖が蓄積して酵素活性が阻害される前に酵母などの発酵菌が糖をエタノールに変換してし
まうため、酵素活性を維持することができる。
【００１６】
　ＳＳＦの採用は、競争阻害対策のみならず、糖化および発酵を一つの反応槽内で同時に
行うことができるため、工程がシンプルかつコンパクトになり、設備に要するイニシャル
コストを低減することにも繋がる。なお、糖をエタノールに変換するだけの単発酵よりは
複雑な反応となるため、連続式よりもバッチ式、セミバッチ式により行う方が好ましい。
【００１７】
　反応槽に投入するセルロース系原料としては、例えば針葉樹、広葉樹などの木材、ヤシ
類を中心とした南洋材（幹および実の外殻）、稲藁、麦藁、バガス、コーンストーバー、
コーンコブなどの農業残渣、大型藻類や微細藻類等の他、建築廃材、街路樹の剪定枝、紙
類など、都市部の廃棄物も含まれる。ただし、これらを効率よく酵素糖化するためには、
適切な前処理によって脱リグニンされていることが必須であり、その点において製紙工程
において既に脱リグニンされている紙類は、ＳＳＦに最適なセルロース系原料である。上
記の原料は水に懸濁させて１５ｄｒｙ－ｗｔ％前後のスラリーに調製したうえでＳＳＦに
適用する。
【００１８】
　上記の脱リグニンされたセルロース系原料を加水分解する酵素には、トリコデルマ属、
および／またはアスペルギルス属、リゾプス属、アクレモニウム属、あるいはこれらの遺
伝子組換体由来の市販のセルラーゼ製剤、これらを培養して得られる培養液（菌体を含む
）、菌体を除いた培養液上澄を用いてもよい。
【００１９】
　酵素の働きによってセルロースから生成される糖をエタノールに変換するため、酵素と
同時にサッカロマイセス属、シゾサッカロマイセス属、クルイベロマイセス属、ピキア属
、キャンジダ属の酵母、ザイモモナス属、クロストリディウム属の細菌、あるいはそれら
の遺伝子組換体をセルロース系原料に接種する。
【００２０】
　ＳＳＦ終了時の発酵液中エタノール濃度が５ｖｏｌ％以上に達するようにするには、植
物の種類や前処理法によっても異なってくるが、熱水、酸、アルカリなどによる適切な前
処理によって脱リグニンされ、セルロースおよびヘミセルロースが中心となった原料が、
後述するエタノール発酵菌やセルラーゼも含んだ状態で１０～３０ｄｒｙ－ｗｔ％、好ま
しくは１５～２０ｄｒｙ－ｗｔ％のスラリーになるように調製して反応槽に充填する。こ
のスラリーを調製する段階で酵素糖化およびエタノール発酵に適したｐＨに調整しておく
。
【００２１】
　セルラーゼは、原料の乾燥重量あたり６～１５ＦＰＵ／ｇ、好ましくは８～１２ＦＰＵ
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／ｇ添加する（ＦＰＵ／ｇは６０分間にろ紙からグルコースを１０．８ｍｇ生成するセル
ラーゼ酵素活性の単位）。
【００２２】
　セルラーゼと並行して接種するエタノール発酵菌は、例えば酵母サッカロマイセス　セ
レビジエの場合、原料スラリー容積あたり１～４ｇ　ｗｅｔ－ｗｔ／Ｌ、好ましくは２～
３ｇ　ｗｅｔ－ｗｔ／Ｌ接種する。
【００２３】
　原料、セルラーゼおよび酵母を反応槽に投入した後は、物理的動力により、これらが均
一に混合するよう、攪拌や混練を施す。１５ｄｒｙ－ｗｔ％以上の原料スラリーは、実際
には流動性が全くない含水率８５％の固形分の様相であるが、セルラーゼの働きによるセ
ルロースの低分子化に伴って液化が促進され、流動性の増加と粘度の低下が起こる。そし
て、最終的には構成糖である単糖、すなわちグルコースが生成される。
【００２４】
　並行して接種した発酵菌は、このグルコースを基質として増殖しながら、エタノールを
生成する。このときにグルコース以外に必要な栄養塩類を最適量加えることにより、増殖
、発酵が促進され、エタノール発酵に好適な条件が整う。具体的な栄養塩類としては、ア
ミノ酸源、窒素源、リン源が挙げられるが、これらの安価な代替品としては、廃糖蜜、コ
ーンスティープリカー、肥料として知られる硫安、過リン酸石灰が挙げられる。
【００２５】
　前述した通り、現在市販されている酵素の糖化に適した温度は５０℃前後である。これ
に対し最も一般的な発酵菌である酵母サッカロマイセス　セレビジエの生育に適した温度
は３０℃程度である。このため、発酵菌が耐えられる限り、できるだけ５０℃に近い温度
でＳＳＦを実施することになるが、その温度に耐えられるだけで決して増殖や発酵に適し
た条件とはいえないため、発酵菌には絶えず高温というストレスがかかることになる。更
には発酵に伴い反応槽内のエタノール濃度は上昇するため、ＳＳＦ中期から後期になると
、それ自体が生成したエタノールおよび高温という２つのストレスが加わり、発酵菌の活
性は低下する。この対策として、ＳＳＦ中期から後期にかけて温度を低下させることが効
果的である。具体的には、例えば適用する発酵菌の耐熱温度が４０℃、ＳＳＦ初期から中
期の反応温度を３８℃と設定している場合、これから３～１０℃、好ましくは５～８℃の
範囲で温度を下げることにより、少なくともストレスの一つを軽減できる。これにより発
酵菌の活性が回復し、ＳＳＦを終始３８℃で反応させた場合よりも、エタノール収率は向
上する。なお、ＳＳＦに適用する発酵菌の耐熱性の違いによってＳＳＦ初期から中期の反
応温度ならびに中期から後期にかけての降温幅が変動することは言うまでもないが、発酵
菌の耐熱性に基づいて、ＳＳＦ時の温度を制御する本発明は、適用する発酵菌が代わって
も普遍的に有効である。そして、適用する発酵菌の耐熱性が高いほど、酵素糖化に最適な
５０℃前後により近い温度付近でＳＳＦが実施できるため、より製造効率が高くなる、あ
るいはＳＳＦ中期から後期に降温しなくてもエタノール生成能が低下しない発酵菌の場合
は、終始同じ反応温度を維持しても良いことは言うまでもない。なお、温度を下げる時期
の目安としては、発酵液中のエタノール濃度が２．０～４．０ｖｏｌ％、好ましくは２．
５～３．５ｖｏｌ％に達した時期が望ましい。
【００２６】
　一方、セルロースの糖化と、発酵菌によるエタノール発酵を一つの反応槽内で行う方法
において、先ずセルロース原料と酵素を反応槽に充填して酵素糖化に最適な温度下で攪拌
し、次いで、この反応槽に発酵菌を投入する方法では、最初から発酵菌を酵素と共にセル
ロース原料に投入する前述の方法よりも原料を迅速に液化でき、かつ初期の攪拌動力が大
幅に節減できる。そして、液化後にエタノール発酵菌の耐熱温度以下まで下げたうえで発
酵菌を接種することにより、同じく前述の方法よりも発酵菌を耐熱温度付近に曝す時間が
短くなりストレスが低減できる。なお、本発明の方法では発酵菌の耐熱温度以下に下げた
後はＳＳＦ終了までその温度を維持することもできるが、前述の方法通り、ＳＳＦ中期か
ら後期にかけて更に温度を低下させることが、エタノール生成の点で効果的なのは言うま
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でもない。
【００２７】
　バッチ式ＳＳＦが前提の場合、初回バッチの発酵菌を次回バッチの種菌として返送する
ことが考えられるが、終始、発酵菌がその耐熱限界付近に絶えず曝されるＳＳＦでは、発
酵菌にストレスがかかっており、種菌としては相応しくない。また、雑菌汚染された場合
には次回バッチの種菌として使用できなくなるため、常にリスクがつきまとう。この対策
として、バッチ毎に少量の種菌をＳＳＦ反応槽に接種して増殖されれば、これらのリスク
を軽減できる。具体的には、例えばＳＳＦ反応槽容量１ｍ３の場合、グルコース濃度５～
１０％になるように、水、廃糖蜜およびその他の安価な培地成分から成る培養液０．５ｍ
３を充填する。ここに酵母サッカロマイセス　セレビジエの場合、２～３ｇ　ｗｅｔ－ｗ
ｔ／Ｌ密度になるよう接種して適度に攪拌しながら６～１０時間培養することで、酵母密
度は３０～７０ｇ　ｗｅｔ－ｗｔ／Ｌに達する。ここに原料および酵素を加え、最終的に
１５ｗｔ％の原料スラリー１ｍ３に調製した後、ＳＳＦを開始する。これにより、種菌培
養に必要な前培養槽や、別槽で培養した場合に必要な菌の移送も不要となる。
【００２８】
　最後に、セルラーゼにはヘミセルロースを構成糖であるキシロースやアラビノースなど
の五炭糖に加水分解できるヘミセルラーゼも含まれているため、セルロース以外にヘミセ
ルロースを含有する原料の場合はこれらの糖も生成されるが、通常の酵母やザイモモナス
では五単糖をエタノールに変換できない。このため、これらの糖を利用できる遺伝子組換
体を適用すれば、エタノール収率が更に向上するのは言うまでもない。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明は、ＳＳＦ法において同時糖化反応中に初期反応温度から段階的にまたは連続的
に反応温度を低下させるので、少なくとも５ｖｏｌ％以上のエタノール溶液を得ることが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】酵素添加量毎の実験区および対象区のエタノール濃度の推移を示すグラフである
。
【図２】５０℃で原料を液化後に３８℃まで降温して酵母を接種した場合のエタノール濃
度の推移（終始３８℃のＳＳＦと比較）を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　（実施例）
　次に、本発明を実施例および比較例により更に詳細に説明するが、本発明は、これらの
例によって何ら限定されるものではない。また、今回はセルロース原料にはコクヨ工業製
のＯＡ紙（コピー用紙）、発酵菌には酵母サッカロマイセス　セレビジエ、セルラーゼに
はGenencor製のAccelleraseを用いているが、これら以外であっても構わない。セルロー
ス原料からバッチ式ＳＳＦによって、少なくとも５ｖｏｌ％以上のエタノール溶液を得る
方法に関するのが本発明である。
【００３２】
　（実施例１：ＳＳＦにおける温度制御効果）
　材料および方法：市販の化学パルプ由来の上質ＯＡ紙（コクヨ工業製）の同ロットをま
とめて購入し、シュレッダーで細断した後、乾燥機中で絶乾させたものを供試した。これ
に適量の蒸留水を加えてミキサーで離解させた後に脱水し、ここに酵母サッカロマイセス
　セレビジエの菌体を原料スラリー容量あたり３ｇ　ｗｅｔ－ｗｔ／Ｌ、トリコデルマ　
リーゼイ由来のセルラーゼ製剤（商品名：Accellerase、Genencor製）を原料の乾燥重量
あたり、それぞれ４、８、１２ＦＰＵ／ｇになるように加え、最終的にセルロース原料濃
度が１５ｄｒｙ－ｗｔ％になるように調製して２００ｍＬ容量のサンプル瓶に１００ｍＬ
充填した。なお、ｐＨはミキサーで原料を離解させて脱水する前の段階で６．０に調整し
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た。これらを振とう機にセットして３８℃で反応させ、経過時間毎に反応液１ｍＬをサン
プリングしてエタノール濃度の推移を計測した。そして、エタノール濃度が３．０ｖｏｌ
％に達した後に反応温度を３８℃から３３℃に下げた実験区と、そのまま３８℃を維持し
た対象区のそれらを比較した。
【００３３】
結果：図１に実験区および対象区のエタノール濃度の推移を示す。発酵によって生成され
たエタノール濃度が３．０ｖｏｌ％以上になったのを目安に反応温度を３３℃に下げた場
合の方が最終的なエタノール濃度は高くなる傾向を示したほか、酵素添加量が多いほど、
エタノールの生成速度および濃度は大きい傾向だった。なお、酵素添加量が４ＦＰＵ／ｇ
の場合、エタノール濃度が低かったため温度を下げるには至らず、同等の結果となった。
【００３４】
　（実施例２：原料の液化促進）
　材料および方法：請求項７の実施例として、実施例１と同様に原料を調製し、ここに酵
素Accelleraseを原料の乾燥重量あたり、それぞれ４および８ＦＰＵ／ｇになるように加
え、最終的にセルロース原料濃度が１５ｄｒｙ－ｗｔ％になるように調製して２００ｍＬ
容量のサンプル瓶に１００ｍＬ充填した。なお、この場合もｐＨはミキサーで原料を離解
させて脱水する前の段階で６．０に調整した。これらを振とう機にセットして５０℃下で
反応させ、原料が液化して流動性が充分になった時点で温度を３８℃まで下げた後、酵母
サッカロマイセス　セレビジエの菌体を原料スラリー容量あたり３ｇ　ｗｅｔ－ｗｔ／Ｌ
になるように接種し、実施例１と同様にエタノール濃度の推移を計測した。そして、同じ
量の酵素と酵母を同時期に原料に添加して終始３８℃でＳＳＦ反応させた対象区のそれと
比較した。
【００３５】
結果：図２に５０℃で原料を充分に液化した後に３８℃まで温度を下げ、酵母を添加して
発酵を開始した場合と、対象区として、酵素と酵母を同時期に原料に添加して終始３８℃
でＳＳＦ反応させた場合のエタノール濃度の推移を示す。前者については、液化が進んで
温度を３８℃に下げた後、酵母を接種するため、後者よりも早く酵母を接種する前者より
も酵母の増殖が遅いはずであるが、エタノールの生成自体に大きな違いはなかった。この
結果を受けて酵素添加量８ＦＰＵ／ｇのまま酵母接種量を５ｇ　ｗｅｔ－ｗｔ／Ｌに増や
したところ、エタノール濃度が５ｖｏｌ％に達する時間が早まるという効果が認められた
。
【００３６】
　一方、原料の液化・流動化は、酵素添加量８ＦＰＵ／ｇで３８℃の場合が６時間を要し
たのに対し、８ＦＰＵ／ｇで５０℃の場合は２時間程度で同等の液化・流動化が認められ
た。なお、酵素添加量が５ＦＰＵ／ｇになると、液化・流動化は遅くなった。流動性の全
くない濃度１５ｄｒｙ－ｗｔ％の原料を混練、あるいは攪拌する動力に要す電力は多大で
ある。充分な酵素添加量の場合、酵素の働きによって３８℃、５０℃のいずれにおいても
、液化は促進されるが、それに要する時間が大幅に短縮、つまり処理電力を大幅に節減で
きる点において、５０℃下で短時間に液化させることは、経済性の点で非常に利点がある
。
【００３７】
　（実施例３：種菌の前培養）
　材料および方法：酵母培地として一般的なＹＰＤ培地（酵母エキス１．０％、ポリペプ
トン２．０％、グルコース２．０％）をベースに、グルコース濃度は１０．０％の培養液
４０Ｌを調製し、１００Ｌ容量のＳＳＦ槽に充填した。ここに酵母サッカロマイセス　セ
レビジエの菌体を３ｇ　ｗｅｔ－ｗｔ／Ｌの密度で接種し、３０℃、ｐＨ４．０、攪拌速
度５０ｒｐｍの条件で８時間培養した。
【００３８】
結果：８時間後に培養液中の菌密度は培養開始時の約１３倍の４０ｇ　ｗｅｔ－ｗｔ／Ｌ
に達した。ほぼ同条件で実施した１００ｍＬ規模のラボテストのそれが最大７０ｇ　ｗｅ
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ｔ－ｗｔ／Ｌ、平均５０ｇ　ｗｅｔ－ｗｔ／Ｌ前後であるのと比べると劣っていたが、こ
れはラボテスト時には実施した曝気がなく、培養液の攪拌が不十分だったことに起因する
と思われる。８時間後の培養液中のグルコース濃度が約２．０％と全て消費されていなか
ったことから、もっと攪拌する、あるいは培養時間を８時間以上にすれば、この規模でも
ラボテストと同程度の菌密度が得られると思われる。以上の方法により、攪拌と温度制御
のみの簡易的な方法でも酵母サッカロマイセス　セレビジエを大量培養でき、そのまま種
菌としてその容器ごとＳＳＦに適用できる。

【図１】 【図２】
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